
会員規約

第1条 （名称） 第14条 （休会）

本スクールは、ETC DANCE SCHOOL powered by EXPG（以下、当スクールという）と称します。 1. 休会は当スクール規定に従い、休会届、所定の手続きを行うものとします。

第2条 （事業主体及び管理） 2. 原則として、月途中からの休会はできません。

当スクールは、株式会社 expg family（以下、会社という）が事業主体となり管理・運営します。 3. 休会期間にかかる休会費は月1,100円（税込）とし、クレジットカード決済にて支払うものとします。

第3条 （所在地） 4. 休会手続の受付期限は、毎月9日を期日とし、受付月の翌月から休会とします。

ETC DANCE SCHOOL powered by EXPG 池袋校／東京都豊島区池袋2-55-11 ROYALビル2F 5. 休会中は会員資格を継続できるものとします。

ETC DANCE SCHOOL powered by EXPG 金町校／東京都葛飾区東金町1-41-4 金町中央ビル2F 第15条 （受験休会）

ETC DANCE SCHOOL powered by EXPG 本八幡校／千葉県市川市南八幡4-7-13 シャンポール本八幡303 1. 受験休会は当スクール規定に従い、受験休会届等、所定の手続きを行うものとします。

ETC DANCE SCHOOL powered by EXPG 横須賀校／神奈川県横須賀市若松町2-30 横須賀モアーズシティ9F 2. 原則として、月途中からの休会はできません。

ETC DANCE SCHOOL powered by EXPG 川崎校／神奈川県川崎市川崎区小川町4-1 マッジョーレ棟3F 3. 受験休会期間にかかる休会費は月1,100円（税込）とし、クレジットカード決済にて支払うものとします。

ETC DANCE SCHOOL powered by EXPG 南越谷校／埼玉県越谷市南越谷1-15-1 南越谷ラクーン6F 4. 受験休会手続きの受付期限は、毎月9日を期日とし、受付月の翌月から休会とします。

ETC DANCE SCHOOL powered by EXPG 上大岡校／神奈川県横浜市港南区上大岡西2-11-16 5. 受験休会中は1ヶ月1レッスン受講できるものとします。

ETC DANCE SCHOOL powered by EXPG 町田校／東京都町田市森野1-13-12 長谷川ビル1F 第16条 （退会）

ETC DANCE SCHOOL powered by EXPG 藤沢校／神奈川県藤沢市南藤沢17-10 グレイシャスK湘南1F 1. 退会は当スクール規定に従い、退会届等、所定の手続きを行うものとします。

ETC DANCE SCHOOL powered by EXPG センター北校／神奈川県横浜市都筑区中川中央1-1-1 あいたいメイト1F 2. 原則として、月途中からの退会はできません。

株式会社 expg family／東京都目黒区青葉台1-25 JU JAPAN AOBADAI 4F 3. 退会手続きの受付期限は、毎月9日を期日とし、受付月の翌月から退会とします。

第4条 （目的） 4. 退会届が期日内に提出されない限りは、翌月も在籍扱いとなり利用の有無を問わず月謝の納入義務が生じます。

当スクールは会員の健全な心身の育成を図ると共に、会員相互の親睦を深め地域社会における健全で明るいコミュニケーション 5. 退会時に前月以前の月謝未納金がある場合は、全ての完納の上、退会届を受理するものとします。又途中退会をした場合でも

作りに寄与することを目的とします。 月謝の返還はしません。

第5条 （会員） 第17条 （除籍・会員資格の停止）

当スクールの会員は、本会員規約及び当スクールが定める施設使用のルールを承諾することとします。 当スクールの店舗責任者が次の各項に該当すると認めた場合は、除籍処分・会員資格の停止をする事があります。

第6条 （会員資格） 1. 当スクールの名誉を棄損し、秩序を乱した時

1. 入会希望者は、当スクールの目的に賛同し、所定の手続きを経たうえで当スクールが承認した方だけが会員となる資格を有します。 2. 故意または重大な過失によりスタジオの施設・設備等を破損した時

2. 暴力団、組関係者及び当スクールが不適当と認めた方の入会はできません。 3. 月謝を3ヶ月以上滞納し、請求があっても納入義務を怠った時

3. 医師等により、激しい運動等を禁じられている方の入会はできません。 4. 本会員規約及び施設利用規則・その他当スクールの定める規則に違反した時

第7条 （入会） 5. 入会に際して虚偽の申告をした時

1. 当スクールに入会希望する方は、所定の手続きの上、承認を得ることとします。 6. 第18条に従い会社が当スクールを閉鎖した時

2. 19歳未満の方が当スクールに入会を希望する場合は、その親権者の同意を必要とします。その親権者は本会員規約を承認し 第18条 （体験レッスン）

それに基づく責任を本人を連帯して負うものとします。 1. 当スクールは、入会前の体験レッスンとして、会員以外の方に本施設を利用させることができます。

3. 入会申込手続きと同時に、入会金・月謝2ヶ月分をクレジットにて払い込むものとします。キッズ会員は入会金・月謝とは別に 2. 体験レッスンの利用料等については別途定めます。

キッズ教材費3,300円(税込)をクレジットにて払い込むものとします。この際納入された入会金・月謝等は理由の如何に 3. 体験レッスン受講者は、会員と同様に、本利用規約を遵守するものとします。

拘わらず一切返金できないものとします。 第19条 （施設の閉鎖・利用制限）

第8条 （QRコード） 会社及び当スクールは協議の上、下記の内容に該当する場合、予告なしに本施設を全部もしくは一部閉鎖

1. 当スクールは全ての会員に対して、QRコードを発行します。 または利用制限をする場合があります。

2. 会員は、本施設利用時に常にQRコードを提示するものとします。QRコードの提示が無い場合レッスンの受講ができない場合があります。 1. 天災・災害・等、その他外的要因により被害が大きく、開館が不可能と認められる場合

3. QRコードは会員本人のみが利用でき、第三者に貸与または譲渡することはできません。 2. 本施設の改修・補修・点検等、止むを得ない時

4. 当スクールはQRコードカードの紛失、盗難に関し、理由の如何に拘わらず一切の責任を負わないものとします。又、QRコードカードの紛失、 3. 当スクールの主催する特別行事を開催する時

盗難の場合、速やかに当スクール受付に届け出てください。その後、所定の再発行手続きを受けるものとし、手数料は550円（税込）とします。 4. 法令の制定・改廃・行政指導・社会情勢等止むを得ない時

第9条 （月謝・諸料金） 5. 会社の経営上必要と認められた時

1. 当スクールの会費は月謝制及びチケット制として、当スクールの定める所定の方法で、遅滞なく納入しなければなりません。 第20条 （免責事項）

2. 一度納入された月謝及びレッスンチケット代金は、理由の如何に拘わらず一切返金出来ないものとします。 1. 会員が当スクール諸設備の利用中発生した盗難・死亡・障害・その他の事故について会社はその損害賠償の責を一切負わないもの

3. 退会する場合、手続きが本会員規約に基づき適正に行われ、受理されるまではご利用の有無に拘わらず月謝が発生します。 とします。

4. 当スクールは、入会金・月謝・その他諸料金を社会・経済情勢の変動により改正する事ができます。 2. 当スクールで撮影された映像及び写真の著作権について、特に定めのない限り当スクールに帰属するものとします。

第10条 （月謝の支払方法）

1. 月謝の支払方法は、クレジットカード決済とし、毎月20日に翌月分月謝を支払うものとします。

※カード会社によって決済日が異なります。 1.　法令等の遵守

第11条 （レッスン） 当スクールは個人情報保護に関する法令、国の定める指針その他規範を遵守いたします。

1. 講師のアーティスト・パフォーマーとしての活動の為、また不慮の事故・病気等の理由により、止むを得なくレッスンを代講・休講する 2.　個人情報の取得・利用

事があります。予めご了承ください。 当スクールは、事業の遂行に必要な個人情報の取得・利用ならびに提供にあっては、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた

尚、レッスンが代講又は休講した場合、レッスン料の返金はできないものとします。 取扱い（目的外利用）は行いません。

2. レッスン中のケガ・体の不調を感じた時は、速やかに担当講師に申し出てください。 3.　個人情報の管理

3. レッスンの規律を乱す行為、他の会員に危害を加えるなど、迷惑になる行為を禁止します。 当スクールは、個人情報の漏えい、減失、毀損などのリスクに対して、合理的な安全対策を講じるものとし、必要に応じて是正を行います。

4. 当スクールでは、レッスンまたはイベント等の行き帰りや、リハーサル・本番中の事故によるケガ等に関しては一切の責任を 4.　個人情報の第三者提供

負わないものとします。 当スクールは、法令により必要とされている場合及び会員または公共の利益のために必要であると考えられる場合でない限り、個人情報の

第12条 （諸手続） 第三者提供は行いません。

1. 会員は住所・電話番号等入会時に提出した内容に変更が発生した場合は、速やかに変更手続きを完了するものとします。 5.　お問い合わせ先

第13条 （コース変更） 当スクールは、個人情報の取扱い及び個人情報保護に関して、本人からの相談及び苦情を受け付けて、迅速かつ適切に対応を行います。

1. コース変更は当スクール規定に従い、メンバー変更届等、所定の手続きを行うものとします。 下記お問い合わせ先までお申し出ください。

2. 原則として、月途中からのメンバー変更はできません。 6.　社内体制

3. コース変更時に発生する月謝差額は、当スクール受付で支払うものとします。 個人情報の安全管理のために、社内規程及び業務毎に必要なルールを策定するとともに、個人情報管理者を定め、適切な管理・監督が

4. コース変更手続きの受付期限は、毎月9日を期日とし、受付月の翌月から変更とします。 行われる体制を構築いたします。

株式会社 expg family

TEL／03-5725-0430　　　FAX／03-5725-0431

〒153-0042　東京都目黒区青葉台1-25 JU JAPAN AOBADAI 4F

スクール　：

会　 　社　：

【個人情報保護方針】


